
福
祉
に
つ
い
て

問	

介
護
保
険
の
現
状
と
課
題
は
。

答	

介
護
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
第
５ 

期
計
画
で
は
保
険
料
基
準
額
が
５
万 

６
４
０
０
円
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

第
８
期
計
画
で
は
７
万
６
８
０
０
円

と
、
９
年
間
で
約
36
％
増
加
し
て
お

り
、
給
付
の
適
正
化
事
業
等
で
保
険

料
を
抑
制
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。

問	

介
護
認
定
が
不
要
な
サ
ー
ビ
ス
は
。

答	

介
護
保
険
の
対
象
外
と
な
っ
て
い

る
草
む
し
り
等
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い

て
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
で
の
支
援

事
業
が
あ
り
ま
す
。

問	

介
護
施
設
の
物
価
高
騰
対
策
は
。

答	

市
内
介
護
保
険
事
業
所
の
負
担
軽

減
の
た
め
に
支
援
金
を
交
付
す
る
事

業
を
、
今
議
会
に
提
案
し
て
い
ま
す
。

問	

成
年
後
見
制
度
の
概
要
と
課
題
は
。

答	

認
知
症
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害

等
に
よ
り
一
人
で
判
断
す
る
能
力
が

不
十
分
な
人
に
権
利
を
守
る
代
理
人

を
選
ぶ
こ
と
で
法
的
に
保
護
、
支
援

を
す
る
制
度
で
す
。
課
題
と
し
て
は
、

ど
の
よ
う
な
制
度
な
の
か
分
か
ら
な

い
と
い
う
声
が
多
く
、
ま
た
、
専
門

職
の
人
数
に
限
り
が
あ
り
、
対
応
が

厳
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

問	

料
金
が
発
生
す
る
子
育
て
支
援
は
。

答	

産
前
産
後
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ

ス
と
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ

ー
が
あ
り
ま
す
。
社
会
福
祉
協
議
会

の
「
き
ず
な
」
に
も
子
育
て
支
援
サ

ー
ビ
ス
が
あ
り
、
乳
幼
児
、
児
童
の

世
話
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
他
企
業
育
成
を
質
問
し
ま
し
た
。

小
こ

 林
ばやし

 訂
ただ

 史
し

（無所属）

福
祉
・
地
元
企
業
育
成
に
つ
い
て

成
年
後
見
制
度
専
門
職
相
談

（
安
中
市
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
）

きずな…�介護保険法をはじめとする公的サービスでは対応が困難な世帯等に対し、会員制で非営利かつ有償のサービスを実施する事業。

令和４年第４回定例会　議員個人の賛否結果一覧表
※�賛否の分かれた議案のみ掲載し
ています。その他の議案は、全
員賛成で可決されました。

議席番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

結果
議　員　名

議　案　名

金
井
　
久
男

櫻
井
ひ
ろ
江

松
本
　
次
男

金
井
登
美
雄

長
嶋
　
陽
子

武
者
　
葉
子

小
林
　
克
行

佐
藤
　
貴
雄

小
林
　
訂
史

遠
間
　
大
和

罍
　
　
次
雄

巽
　
　
久
男

高
橋
　
由
信

柳
沢
　
吉
保

小
川
　
　
剛

柳
沢
　
浩
之

今
井
　
敏
博

吉
岡
　
完
司

奥
原
　
賢
一

田
中
　
伸
一

第 105 号 安中市個人情報保護法施行条例の制定について × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ 可決

小林訂史議員に対する懲罰について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 除 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○
陳謝
の
懲罰

※議長は、採決に加わらないため「－」としています。� 【○：賛成　×：反対　除：除斥　欠：欠席】

第
４
回
定
例
会

人
事
関
係
議
案

　
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
、

意
見
を
求
め
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
れ

に
同
意
し
ま
し
た
。

●
教
育
委
員
会
委
員

　
安
中

　
　
三み

や

け宅
　
　
豊

ゆ
た
か

●
安
中
市
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

●
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整

備
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

●
安
中
市
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に

関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

●
安
中
市
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選

挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

●
安
中
市
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て
●
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁

償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

第
４
回
定
例
会

人
事
関
係
以
外
の
議
案

令和５年１月27日（8）第76号


